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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも部分的に冷却された底壁（２４）を有したルツボ（１０）内に溶融材料（２
８）が収容されていて、該溶融材料と前記底壁との接触部分に前記材料からなる固化層（
２６）が形成されている場合に、前記ルツボ（１０）から前記溶融材料（２８）を抽出す
るための抽出方法であって、
　同様に冷却されているバルブでありかつ前記ルツボ（１０）の前記底壁（２４）に形成
された流出オリフィス（３０）を初期的には閉塞しているバルブを、開放することによっ
て抽出を行う方法において、
　前記流出オリフィス（３０）の形状を、平面視において長尺形状とし、
　前記オリフィスの長手軸線に対し対象に延びる第１辺（３０ａ）のところに、前記底壁
のうちのこの第１辺を規定している領域と、前記ルツボ（１０）内において前記固化層（
２６）よりも上方側において収容されている前記溶融材料と、の間の熱ブリッジを形成し
ておき、
　抽出を、前記オリフィスの前記第１辺（３０ａ）のところから開始することを特徴とす
る抽出方法。
【請求項２】
　請求項１記載の抽出方法において、
　熱伝導性材料からなるバー（３６）を、前記ルツボ（１０）内において前記ルツボの前
記底壁（２４）と接触した状態で前記流出オリフィス（３０）の前記第１辺（３０ａ）に
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沿って配置することにより、前記熱ブリッジを形成することを特徴とする抽出方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の抽出方法において、
　前記流出オリフィスの長さ方向軸（３４）に沿って前記流出オリフィス（３０）の下方
においてスライド可能とされた、冷却されたスライド体（３２）を備えたものを、前記バ
ルブとして使用することを特徴とする抽出方法。
【請求項４】
　請求項３記載の抽出方法において、
　前記流出オリフィスの前記第１辺（３０ａ）を、前記長さ方向軸上に中心を置く凸形状
とし、
　前記冷却スライド体（３２）の前端（３２ａ）を、前記長さ方向軸上に中心を置く凹形
状とし、
　前記抽出を、前記長さ方向軸上における位置において開始することを特徴とする抽出方
法。
【請求項５】
　請求項４記載の抽出方法において、
　前記流出オリフィス（３０）の前記第１辺（３０ａ）を、略Ｖ字形状とすることを特徴
とする抽出方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の抽出方法において、
　前記底壁（２４）の肉厚が、前記流出オリフィス（３０）の周囲においてその他の領域
よりも薄肉とされているようなルツボ（１０）を使用することを特徴とする抽出方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の抽出方法において、
　前記流出オリフィス（３０）の周囲には冷却手段が設けられていないような底壁を有し
たルツボ（１０）を使用することを特徴とする抽出方法。
【請求項８】
　底壁（２４）と少なくとも部分的な冷却手段とを具備したルツボ（１０）内に溶融材料
（２８）が収容されていて、該溶融材料と前記底壁（２４）との接触部分に前記材料から
なる固化層（２６）が形成されている場合に、前記ルツボ（１０）から前記溶融材料（２
８）を抽出するための抽出装置であって、
　バルブと、該バルブの冷却手段と、前記ルツボ（１０）の前記底壁（２４）に形成され
ていて、常態においては前記バルブによって閉塞されている流出オリフィス（３０）と、
を具備してなり、
　前記流出オリフィス（３０）の形状が、平面視において長尺形状であり、
　前記底壁（２４）のうちの、前記流出オリフィス（３０）の長手軸線に対し対象に延び
る第１辺（３０ａ）を規定している領域と、前記ルツボ（１０）内において前記固化層（
２６）よりも上方側において収容されている前記溶融材料（２８）と、の間に、熱ブリッ
ジを形成するための手段（３６）が介装されていることを特徴とする抽出装置。
【請求項９】
　請求項８記載の抽出装置において、
　前記熱ブリッジを形成するための手段が、熱伝導性材料からなるバー（３６）から形成
され、前記ルツボ（１０）内において前記ルツボの前記底壁（２４）と接触した状態で前
記流出オリフィス（３０）の前記第１辺（３０ａ）に沿って配置されていることを特徴と
する抽出装置。
【請求項１０】
　請求項８または９記載の抽出装置において、
　前記バルブが、前記流出オリフィスの長さ方向軸（３４）に沿って前記流出オリフィス
（３０）の下方においてスライド可能とされた、冷却されたスライド体（３２）を備えて
いることを特徴とする抽出装置。
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【請求項１１】
　請求項１０記載の抽出装置において、
　前記流出オリフィス（３０）の前記第１辺（３０ａ）の形状が、前記長さ方向軸（３４
）上に中心を置く凸形状とされ、
　前記冷却スライド体（３２）の前端（３２ａ）の形状が、前記長さ方向軸（３４）上に
中心を置く凹形状とされていることを特徴とする抽出装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の抽出装置において、
　前記流出オリフィス（３０）の前記第１辺（３０ａ）が、略Ｖ字形状とされていること
を特徴とする抽出装置。
【請求項１３】
　請求項８～１２のいずれかに記載の抽出装置において、
　前記ルツボ（１０）の前記底壁（２４）が、前記流出オリフィス（３０）の周囲におい
てその他の領域よりも薄肉とされていることを特徴とする抽出装置。
【請求項１４】
　請求項８～１３のいずれかに記載の抽出装置において、
　前記底壁（２４）が、前記流出オリフィス（３０）の周囲に冷却手段が設けられていな
いものとされていることを特徴とする抽出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、側壁および底壁が少なくとも部分的に冷却されているルツボ内に収容されてい
る例えばガラスといったような溶融材料のための抽出方法に関するものである。
【０００２】
本発明は、また、この方法を使用した抽出装置に関するものである。
【０００３】
本発明は、側壁および底壁が少なくとも部分的に冷却されているルツボ内に収容されてい
るすべての溶融材料の抽出に応用することができる。ある格別の応用は、非常に活性の高
い原子力廃棄物のガラス化である。
【０００４】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
例えばガラスといったような材料を溶融させることができることは、周知である。この場
合、そのような材料を、固体状態でもってルツボ内に導入し、その後、例えば誘導加熱に
よって、ルツボ内においてその材料を溶融させる。
【０００５】
また、ルツボを比較的低温に維持してルツボの寿命を延命化するために、このルツボの側
壁および底壁を、少なくとも部分的に冷却する方法も、公知である。特に、この冷却は、
水の循環によって、得ることができる。冷却の効果は、ルツボの側壁や底壁を溶融材料か
ら隔離しつつ、ルツボの冷却側壁や冷却底壁に接触したところに、層状化固体ガラスを形
成することである。よって、ルツボを頻繁に交換する必要なく、高温で（１１５０℃以上
で）例えばガラスといったような溶融材料を形成することができる。
【０００６】
非常に高活性の原子力廃棄物のガラス化にこの技術が使用される際には、ルツボ内に収容
された溶融ガラス内に、廃棄物が導入される。その後、廃棄物を含有したガラスが、抽出
という目的のためにルツボ底部に配置されている抽出装置を介して、ルツボの下方に位置
した容器内に、移される。
【０００７】
ルツボの寿命は、ルツボの側壁および底壁を冷却することにより延命化され、この延命化
は、この応用においては特に有利である。使用済みのルツボは、処理した後に貯蔵してお
かなければならない放射性廃棄物を形成する。
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【０００８】
さらに、冷却側壁や冷却底壁を有したルツボを、原子力廃棄物のガラス化のために使用し
た場合には、そのようなルツボは、非冷却のルツボよりも、活性度の低い廃棄物を形成す
る。溶融ガラスが、冷却されている壁に対して接触して収縮するときには、溶融ガラスは
、固化したガラスが壁に付着しないようにして収縮する。したがって、クリーニング後に
さえおいても高放射活性固体ガラス粒子が常にクラスター化されている非冷却ルツボの場
合とは違って、冷却壁を有したルツボは、寿命完了時に完全にクリーニングすることがで
きる。
【０００９】
ルツボ内に収容されている溶融材料の抽出に際しては、様々な技術が公知である。
【００１０】
第１技術においては、ルツボの底壁を鉛直方向に貫通しルツボの下方へと所定長さだけ延
出された流出ノズルが、使用される。この流出ノズルは、常態においてルツボからの流出
が起こらないように、ノズル内部にガラスプラグを形成するよう、冷却される。液体の抽
出が要望されたときには、例えば誘導加熱といったような補助加熱システムを使用して、
ノズルが加熱される。
【００１１】
この抽出技術には、以下のようないくつかの欠点がある。
－流出ノズルが、短寿命の消費廃棄材であること。
－抽出の目的のためにノズルが加熱されたときに、プラグが単一塊状物として落下し、液
体ガラスの跳ね上がり（スプラッシュ）を引き起こす。このことは、ガラスが高放射活性
廃棄物を含有している場合には、好ましくない。
－流出ノズルは、非常にゆっくりとしか冷却されない。このため、抽出流の制御ができず
、流出を迅速に停止することができない。
【００１２】
他の抽出技術は、特に、仏国特許出願公開明細書第２ ７０４ ６３４号に開示されている
。
【００１３】
この場合、抽出装置は、ルツボの冷却底壁を貫通する円形流出オリフィスと、このオリフ
ィスを制御可能に開閉し得るものとされた冷却スライドバルブと、流出オリフィス内に挿
入された金属スリーブ（同様に円形）と、を備えている。この装置の金属スリーブは、通
常はモリブデン製とされており、そのため、金属スリーブの温度は、ルツボの底壁の温度
とは相違し、よって、ルツボ内部に向けて上方に突出することとなり、ルツボの底部内に
収容されている固化ガラス層を貫通してしまう。
【００１４】
スライドバルブのスライド体が閉塞されたときには、金属スリーブ内において、スライド
体の冷却上面と接触しているところに、固体ガラスプラグが形成される。したがって、バ
ルブは、溶融ガラスから隔離されており、そのため、バルブの寿命は、ルツボの寿命とほ
ぼ同じであり、同等に効果的にクリーニングすることができる。
【００１５】
スライドバルブのスライド体は、抽出を行いたい時に、開放される。金属スリーブとこの
金属スリーブ内に形成された固体ガラスプラグとは、もはや、冷却スライド体と接触して
いないことにより、スリーブに対して接触している高温ガラスの粘度が、重力による固体
ガラスの落下を遅いものとする。スライドバルブのスライド体の位置により、流出オリフ
ィスの閉塞程度を調節することができ、これにより、液体ガラス流の調節が行える。
【００１６】
この抽出装置は、いくつかの欠点を有している。
【００１７】
第１の欠点は、流出スリーブの酸化に関するものである。抽出完了時に空気と接触するス
リーブ面において酸化が起こることがわかっている。このことは、スリーブの寿命を減少
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させてしまう。これは、ルツボの寿命増加を正確に保証するという冷却ルツボを使用した
本来目的に、反することである。
【００１８】
上記仏国特許出願公開明細書第２ ７０４ ６３４号に開示された抽出装置の他の欠点は、
抽出完了時においてさえガラスが恒久的に残存してしまうことである。スリーブがルツボ
内底面から所定長さだけ上方に突出していることにより、抽出が完全ではない。このこと
は、問題を引き起こす。特に、ルツボ内に収容された溶融材料が、プライノイド（白金状
物質）を多く含有しているガラスの場合に、問題を引き起こす。これらプラチノイドが融
液中に引き戻されない場合には、ルツボの底面上に滞留することとなる。場合によっては
、これにより、ルツボ底壁をなす二重壁構造の上側底壁の局所的溶融につながるような電
気アークの発生といった、電気的動作不良を引き起こす可能性がある。このような上側底
壁の溶融は、上側底壁の貫通につながり得るものであり、ルツボ冷却水の漏洩をもたらし
かねない。
【００１９】
この場合、唯一の解決手段は、流出オリフィス内に配置されたスリーブを除去することで
ある。しかしながら、その場合には、抽出ができなくなるというリスクがある。よって、
溶融材料が、とりわけプラチノイドを多く含有したガラスといったような、あまり熱伝導
性が良好でなくかつ特に高い融点を有したものである場合には、バルブを開放したにして
も、ガラスは、なかなか流出を開始しない。その場合には、熱的影響のためにまたルツボ
内のガラス含有量のために、平衡状態に達する前に、ガラスプラグが変形してしまう。こ
のことは、スライドバルブのスライド体の閉塞を阻害する。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
より詳細には、本発明の目的は、ルツボ内に収容されている例えばガラスといったような
溶融材料を抽出するための方法および装置であって、公知技術の欠点を有していないよう
な、特に、冷却ルツボの寿命と同等の寿命を有したブランクを使用して、抽出開始タイミ
ングおよび抽出停止タイミングを正確に制御できるとともにまた抽出速度を正確に制御で
きるとともに、抽出の再現性が良好であり、ガラスのしぶき形成を防止でき、溶融ガラス
ジェットの性質にかかわらず溶融ガラスジェットの制御性や安定性が良好であり、ガラス
の抽出後にガラスが残留してしまうというリスクがないような、方法および装置を提供す
ることである。
【００２１】
本発明においては、少なくとも部分的に冷却された底壁を有したルツボ内に溶融材料が収
容されていて、溶融材料と底壁との接触部分に前記材料からなる固化層が形成されている
場合に、ルツボから溶融材料を抽出するための抽出方法であって、同様に冷却されている
バルブでありかつルツボの底壁に形成された流出オリフィスを初期的には閉塞しているバ
ルブを、開放することによって抽出を行う方法において、流出オリフィスの形状を、平面
視において長尺形状とし、オリフィスの第１辺のところに、底壁のうちのこの第１辺を規
定している領域と、ルツボ内において固化層よりも上方側において収容されている溶融材
料と、の間の熱ブリッジを形成しておき、抽出を、オリフィスの第１辺のところから開始
することを特徴とする抽出方法を使用することにより、上記目的が達成される。
【００２２】
このように、流出オリフィスの通常的円形形状を長尺形状へと変更することにより、この
オリフィスの第１辺と溶融材料との間に熱ブリッジを形成することにより、溶融材料の性
質にかかわらず、抽出完了時に溶融材料が残存するというリスクを引き起こすことなく、
抽出を確実に開始することができる。
【００２３】
さらに、熱ブリッジが全体的にルツボの内部に配置されていることにより、空気と一切接
触することがなく、一切の酸化を受けることがない。したがって、バーの寿命は、ルツボ
の寿命と同じとなる。
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【００２４】
さらに、長尺の流出オリフィスの第１辺のところにおける熱ブリッジの構成は、完全なる
再現性でもって完全なる制御を行い得る態様での抽出開始の制御にとって、十分なもので
ある。特に、溶融材料から形成されたプラグは、流出オリフィスの第１辺を起点として徐
々に溶融する。そのため、公知技術の場合とは違って、固体塊状プラグが落下してしまう
というリスクがない。
【００２５】
有利には、熱ブリッジは、熱伝導性材料から形成されたバーを、流出オリフィスの第１辺
に沿ってルツボ内部においてルツボの底壁に接触した状態で配置することによって、形成
される。しかしながら、抽出ガラスの温度は、熱ブリッジを形成している金属の溶融温度
に制限される。
【００２６】
本発明のある好ましい実施形態においては、流出オリフィスの長さ方向軸に沿って流出オ
リフィスの下方においてスライド可能とされた、冷却されたスライド体を備えたものが、
バルブとして使用される。
【００２７】
好ましくは、流出オリフィスの第１辺を、長さ方向軸上に中心を置く凸形状とし、冷却ス
ライド体の前端を、長さ方向軸上に中心を置く凹形状とし、抽出位置を、流出オリフィス
の長さ方向軸上の位置とする。この場合、流出オリフィスの第１辺は、ほぼＶ字形状とさ
れることが有利である。
【００２８】
本発明の好ましい実施形態においては、底壁の肉厚が流出オリフィスの周囲において比較
的薄肉とされているようなルツボが使用される。この特徴点は、バルブの開放後に流出オ
リフィス内に形成されたプラグの溶融を容易とする。
【００２９】
同じ理由により、ルツボの底壁は、流出オリフィスのごく近傍位置には冷却手段が設けら
れていないものであることが有利である。
【００３０】
本発明の他の目的は、底壁と少なくとも部分的な冷却手段とを具備したルツボ内に溶融材
料が収容されていて、溶融材料と底壁との接触部分に材料からなる固化層が形成されてい
る場合に、ルツボから溶融材料を抽出するための抽出装置であって、バルブと、バルブの
冷却手段と、ルツボの底壁に形成されていて、常態においてはバルブによって閉塞されて
いる流出オリフィスと、を具備してなり、流出オリフィスの形状が、平面視において長尺
形状であり、底壁のうちの、流出オリフィスの第１辺を規定している領域と、ルツボ内に
おいて固化層よりも上方側において収容されている溶融材料と、の間に、熱ブリッジを形
成するための手段が介装されていることを特徴とする抽出装置である。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明を制限するものではない単なる例示としての本発明の
好ましい実施形態について、説明する。
【００３２】
図１に非常に概略的に示すように、非常に高活性の原子力廃棄物のガラス化のために使用
される冷却ルツボ型溶融設備は、連続的に冷却されるルツボ（１０）と、ルツボ（１０）
内にガラスを投入するために使用されるパイプ（１２）と、ルツボ（１０）内に廃棄物を
投入するために使用されるパイプ（１４）と、ルツボ（１０）を取り囲む誘導コイル（１
６）といったような加熱手段と、抽出装置（１８）と、抽出装置の動作時に溶融ガラスを
貯留し得るようルツボ（１０）の下方に配置された容器（２０）と、を具備している。
【００３３】
ルツボ（１０）は、例えば円筒形とされている周縁側壁（２２）と、『ソール』とも称さ
れる平面状底壁（２４）と、を備えている。ルツボ（１０）の側壁（２２）および底壁（
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２４）には、互いに独立な冷却デバイスが、それぞれ少なくとも部分的に設けられている
。図示の実施形態においては、冷却手段は、側壁（２２）と底壁（２４）との内部におい
て、例えば約２０℃といったような制御された温度でもって、水を循環させる。これら側
壁および底壁は、図１に示すように、二重壁構造のものとされている。
【００３４】
固体の形態とされたガラスが、パイプ（１２）を通してルツボ（１０）内に投入されたと
きには、投入されたガラスは、この場合には誘導コイル（１６）とされている加熱手段に
よって、溶融される。同時に、ルツボの側壁（２２）および底壁（２４）の冷却手段を連
続的に使用することによって、側壁および底壁に接触したところに、固化ガラス層（２６
）が形成される。したがって、ルツボ（１０）内に収容されている溶融ガラス（２８）は
、固化ガラス層（２６）によって、側壁（２２）および底壁（２４）から隔離される。
【００３５】
処理されるべき非常に高活性の原子力廃棄物は、この段階で、パイプ（１４）を通して溶
融ガラス（２８）内に投入される。
【００３６】
廃棄物を含有した溶融ガラス（２８）を抽出してルツボ（１０）の下方に配置された容器
（２０）内に移すことが要望されたときに、抽出装置（１８）が起動される。
【００３７】
本発明においては、この抽出装置（１８）は、ルツボ（１０）の底壁（２４）を貫通する
流出オリフィス（３０）と、常態においてはこのオリフィスを閉塞しているスライドバル
ブ（３２）と、熱ブリッジを形成するための熱ブリッジ形成手段と、を備えている。この
熱ブリッジの形成方法や構成や機能については、詳細に後述する。
【００３８】
流出オリフィス（３０）は、上方から見たときに、長尺形状のものとされており、ルツボ
（１０）の底壁（２４）によって形成される平面内において比較的大きい。図２において
より詳細に示す実施形態においては、流出オリフィス（３０）は、ほぼ矩形形状とされて
おり、第１辺（３０ａ）が、凸状であるとともに、ほぼＶ字形状とされていて、先端が丸
められている。より詳細には、流出オリフィス（３０）のこの第１辺（３０ａ）は、オリ
フィスの長さ方向軸（３４）を中心としている。換言すれば、長さ方向軸（３４）に関し
て対称である。オリフィス（３０）をなすすべての他の辺は、直線状とされている。例え
ば、流出オリフィス（３０）の寸法は、１００ｍｍ×６０ｍｍである。
【００３９】
実際には、流出オリフィス（３０）は、ルツボ（１０）の側壁（２２）に比較的近いとこ
ろに形成することが有利である。これは、側壁（２２）の外側における、スライドバルブ
のスライド体（３２）の案内制御手段の設置が、容易であるからである。これにより、案
内制御手段は、溶融ガラスから放散される熱から保護される。このため、案内手段の膨張
や制御手段の動作不良といったような原因によるスライドバルブのスライド体（３２）の
引っ掛かりといったような動作不良が、低減される。
【００４０】
流出オリフィス（３０）の長さ方向軸（３４）は、有利には、ルツボ（１０）の側壁（２
２）に関しての径方向に設置される。その場合、流出オリフィス（３０）の第１辺（３０
ａ）がルツボの中心側に位置し、かつ、オリフィス（３０）の反対側の辺が側壁（２２）
側に位置するものとされる。
【００４１】
さらに、この場合には二重壁構造によって具現されているような、ルツボ（１０）の底壁
（２４）の冷却手段は、流出オリフィス（３０）の辺のところまでは延出されていない。
よって、このオリフィスの中心部分は、冷却手段からは、比較的遠いところに位置してい
る。このことは、抽出装置をなす様々な部材が、動作不良を防止できる程度に十分に低温
に維持され得るとともに、バルブが閉塞されている際に流出オリフィス（３０）内に形成
される固体ガラスプラグの過度の冷却が防止されることを、意味している。よって、バル
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ブが開放されたときには、溶融ガラス（２８）から放出される熱流の大部分が、プラグへ
と伝達され、ルツボの底壁（２４）内を循環している冷却水には伝達されることがない。
このことは、流出を開始するために必要なプラグの加熱を容易なものとする。しかしなが
ら、流出ガラスの温度は、熱ブリッジ（熱的橋絡）を形成する金属の融点に制限される。
【００４２】
さらに、特に図１に示すように、流出オリフィス（３０）は、ルツボ（１０）の底壁（２
４）の比較的薄肉部分に形成されている。水の循環を可能とするような二重壁構造とする
ことによって底壁（２４）の冷却が行われている図示の実施形態においては、流出オリフ
ィス（３０）は、底壁（２４）のうちの、二重壁の上壁と高さを合わせた一重壁部分に形
成されている。例えば、この一重壁の厚さは、約５ｍｍである。
【００４３】
実用的には、底壁（２４）のうちの、流出オリフィス（３０）を構成している部分は、こ
の流出オリフィスを閉塞するために使用されるバルブのボディに形成し得ることに、注意
されたい。その場合には、バルブボディは、ルツボの底壁と一体部分を形成し、上述の特
性を有した冷却手段を備えている。
【００４４】
ルツボ（１０）の側壁（２２）および底壁（２４）と同様に、スライドバルブのスライド
体（３２）には、個別の冷却手段が設けられている。バルブが閉塞されたときには、この
冷却手段は、ルツボの底壁（２４）のうちの、流出オリフィス（３０）が形成されている
部分を、冷却する。特に、このような冷却手段は、流出オリフィス内において固化したガ
ラスプラグの形成に寄与する。図示の実施形態においては、スライド体（３２）の冷却手
段は、冷却という目的のために二重壁構造とされているスライド体の内部における水循環
式冷却手段である。
【００４５】
スライド体（３２）は、ルツボの底壁（２４）の下方に配置されている。より詳細には、
底壁（２４）のうちの、流出オリフィス（３０）が形成されている部分の下方に配置され
ている。これは、スライド体の移動によって、オリフィスを開閉可能とするためである。
スライド体（３２）は、バルブの閉塞時にオリフィス（３０）を完全に閉塞し得るよう、
オリフィス（３０）よりもわずかに大きなものとされている。
【００４６】
スライド体（３２）は、案内手段（図示せず）と組み合わせて電気式ジャッキ（３５）の
作用により、ルツボの底壁（２４）の下方において、並進移動することができる。側壁（
２２）の近傍における流出オリフィス（３０）の構成は、上述したように、ルツボ（１０
）よりも外側にジャッキ（３５）および案内手段を配置するための手段をなす。このバル
ブスライド体（３２）の駆動軸は、流出オリフィス（３０）の長さ方向軸（３４）と一致
している。
【００４７】
スライド体（３２）は、バルブが閉塞方向に駆動されたときに流出オリフィス（３０）の
第１辺（３０ａ）に向けて移動する前端（３２ａ）を有している。バルブが閉塞されたと
きには、前端（３２ａ）は、流出オリフィスを完全に閉塞し得るよう、流出オリフィスの
第１辺（３０ａ）をわずかに超えたところに位置する。
【００４８】
図１および図２に示すように、バルブのスライド体（３２）の前端（３２ａ）は、下方に
向けて引っ込む向きに斜め形状とされている。これにより、前端のうちの、ルツボ（１０
）の底壁（２４）と面一をなす部分には、常に鋭角が形成されるようになっている。さら
に、平面視においては、スライド体（３２）の前端（３２ａ）の形状は、流出オリフィス
（３０）の幅方向において、凹形状であって、ほぼ円弧形状とされている。この凹形状の
中心は、流出オリフィス（３０）の長さ方向軸（３４）上に位置している。すなわち、凹
形状は、長さ方向軸（３４）に関して対称である。
【００４９】
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互いに対向している、第１辺（３０ａ）の凸形状と、前端（３２ａ）の凹形状とは、スラ
イド体（３２）が開放方向に駆動されたときに長さ方向軸（３４）を中心として徐々に開
いていくようなダイヤフラムを形成する。後に明瞭に理解されるように、この構成は、第
１辺（３０ａ）の側において流出オリフィス（３０）を初期的に閉塞しているプラグの溶
融開始位置の制御手段を構成する。さらに、流出オリフィスの反対側の辺に向けて、長さ
方向軸（３４）に沿って、溶融を継続していくことができる。この結果、未溶融のプラグ
が容器（２０）内に落下するというリスクを一切もたらすことなく、プラグの溶融が再現
性良く制御される。
【００５０】
図１および図２に示すように、抽出装置（１８）は、図示の実施形態においてはバー（３
６）として具現されているような熱ブリッジを形成するための手段を具備している。この
バー（３６）は、例えばステンレススチール製とされているものであって、流出オリフィ
ス（３０）の第１辺（３０ａ）に対する隣接部分において、ルツボ（１０）の底壁（２４
）に対して接触した状態で保持されている。より詳細には、バー（３６）は、例えば、一
重壁によって形成された薄肉部分において流出オリフィスの第１辺（３０ａ）の先端を形
成するエッジに沿って、底壁（２４）の上面に対して溶接することができる。よって、バ
ー（３６）の平面視は、流出オリフィス（３０）の長さ方向軸（３４）に対して対称な丸
められたＶ字形状を形成する。さらに、バー（３６）は、ルツボ（１０）の内方側へと上
方に向けて突出しており、バーの上部が溶融ガラス（２８）と接触し得るくらいに十分な
高さだけ、上方に向けて突出している。例えば、この高さは、約３０ｍｍである。よって
、バー（３６）は、溶融ガラス（２８）とルツボ（１０）の底壁（２４）との間において
、底壁を覆っている固化ガラス層（２６）を貫通した、熱ブリッジを形成する。例えば、
流出オリフィス（３０）のエッジを起点とするバー（３６）の厚さは、約３ｍｍとするこ
とができる。
【００５１】
バー（３６）によって形成された熱ブリッジは、流出オリフィス（３０）の長尺形状と協
働することにより、スライド体（３２）が開放されたときに流出オリフィス（３０）の第
１辺（３０ａ）からの抽出開始に寄与する。
【００５２】
次に、本発明による抽出装置（１８）の使用方法について、図３Ａ～図３Ｄを参照して説
明する。
【００５３】
初期状態においては（図３Ａ）、スライド体（３２）は、最前方位置に位置している。こ
の場合、スライド体は、流出オリフィス（３０）を完全に閉塞している。固化ガラス層（
２６）は、ルツボの底壁（２４）の冷却作用によっておよびスライド体（３２）の冷却作
用によって、ルツボの底壁を完全に覆っており、流出オリフィス（３０）を充填するプラ
グを形成している。
【００５４】
バルブが開放制御されたときには、スライド体（３２）が、ジャッキ（３５）（図１）の
作用によって引っ込められる。この時、スライド体（３２）の前端（３２ａ）は、流出オ
リフィス（３０）の第１辺（３０ａ）から７０ｍｍのところに位置する。
【００５５】
３～４分後に、流出が開始する。より詳細には、流出オリフィス（３０）を閉塞している
固化ガラスプラグがもはやスライド体（３２）によって冷却されていないことにより、な
おかつ、バー（３６）によって形成されている熱ブリッジの効果により、このプラグは、
オリフィス（３０）の第１辺（３０ａ）のところにおいて長さ方向軸（３４）に沿って溶
融を開始する。この過渡状態が、図３Ｂに示されている。
【００５６】
溶融が開始するとすぐに、ガラスプラグの溶融は、図３Ｃに示すようにスライド体（３２
）の前端（３２ａ）のところまで、流出オリフィス（３０）の長さ方向軸（３４）に沿っ
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て、非常に急速にほぼ瞬時的に伝搬する。その結果、流出オリフィス（３０）の下方に配
置された容器（２０）内へと、固体ガラスが一切落下することなく、最大の流出速度でも
って溶融ガラスが抽出される。
【００５７】
この場合、ガラス流出物の開始は、ルツボ（１０）のガラス液面の変動を補償し得るよう
、バルブのスライド体（３２）を部分的に閉塞することによって（図３Ｃ）即座に制御さ
れる。
【００５８】
抽出は、バルブスライド体（３２）を閉塞することによって、停止する。その後、冷却ス
ライド体（３２）との接触部分において、ガラスプラグが即座に形成される。このように
して、設備は、図３Ａに示す初期状態へと復帰する。
【００５９】
したがって、本発明による抽出装置においては、流出開始時間および流速を正確に制御す
ることができる。
【００６０】
さらに、熱ブリッジを形成するためのバー（３６）が、全体的にルツボ（１０）の内部に
配置されていることによりまたステンレススチールから形成されていることにより、一切
の酸化を受けることがない。したがって、バーの寿命は、ルツボの寿命と同じとなる。
【００６１】
さらに、局所的な熱ブリッジの使用は、ルツボ内が完全に空とされる場合でも、ルツボ（
１０）内へのガラスの残留を引き起こすことがない。
【００６２】
さらに、重要なことに、バー（３６）によって形成される熱ブリッジと、流出オリフィス
（３０）に適用された長尺形状と、を組み合わせることにより、バルブが開放される際に
、オリフィスの一辺から反対側の辺にかけて全体的にオリフィスを閉塞しているガラスプ
ラグを溶融させるための手段が提供される。このため、容器内に塊状の固体ガラスが落下
してしぶきが上がってしまうようなことがない。
【００６３】
最後に、流出オリフィス（３０）の第１辺（３０ａ）とバルブスライド体（３２）の前端
（３２ａ）とに適用された格別の形状により、抽出が行われる際の溶融ガラスジェットの
中心が決められて安定化される。これは、大きな利点である。
【００６４】
上述の説明は、非常に高活性の原子力廃棄物を含有したガラスの抽出に関するものである
。しかしながら、本発明による抽出方法および抽出装置は、冷却ルツボ内に収容された任
意のタイプの溶融材料の抽出に、応用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による抽出装置を備えてなる冷却ルツボ型溶融設備の一部を概略的に示
す断面図である。
【図２】　図１の溶融設備における抽出装置を、より詳細に示す斜視図である。
【図３】　図３Ａ～図３Ｄは、図１と同様の概略的な断面図であって、本発明による抽出
方法における連続した４つのステップを示している。
【符号の説明】
１０　　ルツボ
１８　　抽出装置
２４　　底壁
２６　　固化層
２８　　溶融材料
３０　　流出オリフィス
３０ａ　第１辺
３２　　スライド体
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３２ａ　前端
３４　　長さ方向軸
３６　　バー（熱ブリッジ形成手段）

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】
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